
 

事 務 連 絡 

令和８年５月13日 

 

 

県所管障害福祉サービス事業所等 管理者各位 

（政令市・中核市を除く） 

 

神奈川県福祉子どもみらい局  

福祉部障害サービス課 

 

 

障害者関係施設における災害時情報共有システムに係る平時における 

物資の備蓄状況等報告機能の追加に伴う対応について（依頼） 

 

 

本県の障がい福祉行政の推進につきましては、日頃より格別の御協力をいた

だき厚く御礼申し上げます。 

さて、障害福祉サービス事業所等におかれましては、大規模災害等に備え、

訓練等において災害時情報共有システム（以下「システム」という。）を御活

用いただいているところですが、令和８年４月 17 日付け障障発 0417 第１号に

て国から周知があり、感染症危機等に備え、国によるシステムの改修により平

時から備蓄物資等の入力が可能となったところです。 

つきましては、趣旨を御理解いただき、別記のとおり御対応いただきますよ

うお願いいたします。 

 なお、今年度は本システムにおける全国一斉の訓練が予定されております。

詳細については、別途お知らせいたしますので、よろしくお願いします。 

 

問合せ先 

 障害サービス課福祉施設グループ 野田・山田 

 電話 045-210-1111（内線 5080） 

 ﾒｰﾙ  ken-shisetsu@pref.kanagawa.lg.jp 



別記 

備蓄状況等の報告等について（依頼事項） 
 
（１）対応事項 

以下の日程で、施設・事業所宛に県からシステムを用いて施設情報の更新依頼メール（以下
「メール」という。）を送信します。受信したメールに記載された施設固有の URL にアクセスいただき、
システム上で、該当する事業所等の備蓄状況等を入力してください。なお、その他の情報についても
更新情報があれば最新の情報に更新をお願いします。 

 
メール送信予定日︓令和８年５月 18日（月）午前中 

 
※ メールは各事業所・施設が「障害福祉サービス等情報公表システム」（以下「WAM NET」

という。）に登録したシステムからの連絡先メールアドレスに送信されます。 
※ メールが届かない場合は、システムからの連絡先メールアドレスが未登録または受信できない

メールアドレスが登録されている可能性が高いので、メールアドレスの確認をお願いします。
（次ページ「【参考】災害時情報共有システムへのアクセス等について（留意事項）」を参
照。） 

※ メールに記載されたアクセス URL の有効期限はメール受信より１週間とされています。１週
間経過後に更新を行う場合は、以下の方法により更新をお願いします。 

■ 手動で施設情報登録用 URL メールの送信依頼を行う方法 
（メール受信後、１週間経過後に更新を行う場合） 

    以下のシステム URL にアクセスし、WAM NET に登録されているシステムからの連絡先メールアド
レスを入力し、メール送信依頼を行ってください。 

 
 システム URL︓https://www.wam.go.jp/s-saigai/DIS050100E00.do 
 
※ 操作方法の詳細は、別添の「障害者支援施設等災害時情報共有システム操作説明書

（施設向け）」の「４．施設情報の更新（29 ページ）」を参照し、説明に沿ってシステム
にアクセスしたうえで、施設情報の登録・更新画面に進んでいただき、必要な入力作業を行
ってください。 

※ システムへのアクセスには「障害福祉サービス等情報公表システム」（以下「WAM NET」と
いう。）に登録したシステムからの連絡先メールアドレスが必要です。（次ページ「【参考】災
害時情報共有システムへのアクセス等について（留意事項）」を参照。） 

 
（２）期日 

令和８年５月 22日(金)まで 



 

※ 今後、システム上に登録されている情報が更新された場合（連絡先の変更、備蓄状況の変
動など）は、都度情報の更新をお願いします。 

 
【参考】災害時情報共有システムへのアクセス等について（留意事項） 

（１）登録メールアドレスの確認 
  システムは「障害福祉サービス等情報公表システム」（以下「WAM NET」という。）から連携される
ため「WAM NET」に登録されている施設情報は自動でシステムに登録されます。 
※ 「WAM NET」にシステムからの連絡先メールアドレスが未登録（過去に登録後、メールアドレ

スを変更した場合に変更登録をしていない場合も含む。）である施設は速やかに登録を行って
ください。未登録であるとシステムにアクセスができず、災害時においても「被災状況報告指示メー
ル」を受信できず、被災状況の報告ができません。 
「WAM NET」の登録で不明な点は以下担当にお問い合わせください。 

障害福祉サービス等情報公表システムの登録に関すること 
担当︓障害サービス課 監査グループ（045-210-4736） 

 
（２）災害時緊急連絡先の登録について（任意ですが、可能な限り登録をお願いします。） 
  大規模災害時においても被災状況の報告が可能となるよう「災害時緊急連絡先」の登録をお願いし
ます。 
※ 被災状況報告指示メールは「システムからの連絡先メールアドレス」及び「災害時緊急連絡先」に

一斉送信します。 
※ 「システムからの連絡先メールアドレス」は（１）で示したとおり「WAM NET」に登録されているメ

ールアドレスです。 
※ 「災害時緊急連絡先」は事業所単位でシステム上において別途登録が必要です。 
※ 「災害時緊急連絡先」は各事業所２件まで登録が可能です。大規模災害時等に確実に情報

を受信できる連絡先の御登録をお願いします。なお、法人内の人事異動等で連絡先の変更が
ある場合はその都度変更を忘れないようご確認ください。 

※ ライフラインの停止等を想定し、災害時緊急連絡先としてスマートフォンのメールアドレスを登録す
ることで被災状況報告をスマートフォンから入力することができます。必要に応じて災害時緊急
連絡先として登録をお願いします。 

※ 「災害時緊急連絡先」の登録方法は、後述する「システムの施設向け操作説明書等について」
をご覧ください。 

大規模災害によるライフラインの停止等に備え、複数の連絡先の登録をお願いします。 
 



 

（３）システムの施設向け操作説明書等について 
システムの施設向け操作説明書は以下のページにて、確認することができます。緊急連絡先の変更

の方法等の記載もありますので、各事業所管理者の方は御確認ください。 
 
（URL） 
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/saigaisysshofuku/jigyo/ 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/saigaisysshofuku/jigyo/

